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すよ。私が怒ったっていうことは一切ありませ

んし、こちらからどうですかっていうふうに、

何年か前に話しかけたときには残念ながら、い

ーは、と断らっちゃわけですけども。ただ、そ

の際にもっと安くできないかみたいな話されま

した、８億円とか10億円ぐらい。というのは、

もう一つ飯豊町用に水源を確保してそこから送

ったらどうだっていう提案だったんですよ。そ

したらもっと安くしてけろみたいな、そんな高

いとかって言われたんですが、私どもとしては

それでもうけようとしてるわけじゃないわけで

すよ。ただ、うちの現在の水道事業所の能力と

しては５万人の供給ができますんで、飯豊町さ

んのほうはもう１年中、長井のおいしい水飲め

るからどうだっていうふうなことだったんです

けども、やはり先ほど答弁させてもらったよう

に、ライフラインの最たるものだと。それはほ

かの町に頼るんじゃなくて自分たちでやりたい

っていう気持ちはよくわかるので、そういった

ことだと思ったんですね。 

 ただ、梅津議員がおっしゃってるように、も

う一回っていうことについては、今回のボーリ

ングした水源地のところの計画ですと夏場だけ

しか使わないと。本当かなっていうふうに最初

思ったんですが、そういうふうなことですから、

ほぼ長井のおいしい水を飲んでそれ以外の期間

は、ちょっとあんまりわかんないですが、そう

いうことですんで、もしあれだったらうちの水

をずっと飲みませんかということをタイミング

を見て話すことは必要だと思いますが、決して

仲よくしてないわけじゃないですよ。だって飯

豊町さんとけんかしたっていうあれはないです

よ。非常に私も例えば町長さんとは、私より５

つ、６つ上の方ですから、もともとお母さんが

長井の方ですし、元斎藤市長の妹さんですから、

そういった意味ではご本人も私の血の半分は長

井だからと、こう言って、そのとおりですって

言ってますけども、ですから、決してそんな上

から目線などもしてません。ただ、飯豊町さん

は飯豊町さんの考え方があるということで、こ

れはお互い尊重しなきゃいけないというふうに

思いますんで、なおこれからもそこは十分留意

しながらタイミングを見て、梅津議員おっしゃ

るように、相談はしてみたいというふうに思い

ます。以上です。 

○渋谷佐輔議長 ９番、梅津善之議員。 

○９番 梅津善之議員 ぜひ仲よくなれればなと

私思って、最後の質問を終わります。 

○渋谷佐輔議長 ここで昼食のため暫時休憩しま

す。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 蒲生光男議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位13番、議席番号13番、蒲生

光男議員。 

  （13番蒲生光男議員登壇） 

○１３番 蒲生光男議員 ９月定例会も最後の質

問となりました。簡潔で明快な答弁をお願いし

たいと思います。 

 ４日、金子議員から、あるいは７日の五十嵐

議員から、たくみのわざ、いわゆる職人のわざ

の技術継承について、特に大工技術の継承が難

しくなっているということも私も実感しており

ます。かんなやのみが研げない、墨がつけられ

ない。今やかんなやのみやのこぎり、全てがか
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え刃になっており、プレカットで刻み上がった

材木を単に組み立てるだけ。墨をつけられなけ

れば見積もりもできない。この技術のわざの継

承ができなくなってきているというのが現実的

な問題の一つでもございます。 

 それでは、私の質問項目は２点であります。

子供貧困率については前回申し上げましたが、

前回と重複している部分もありますので、市長、

厚生参事からよろしく答弁をお願いいたします。 

 子供の貧困率についてですが、長井市の場合、

子供の貧困率としてデータを押さえているかど

うかでありますけれども、昨年１月、子どもの

貧困対策法が施行され、その対策が国と自治体

の責務とされましたが、実態はほとんど明らか

になっていないのが現状だと思います。 

 骨太の方針2015では、子供の貧困が深刻化し

ている問題、子育て支援について触れておりま

す。まず、子供貧困率については、満足に食事

をとることもできず、病気になった場合に医療

機関で診察を受けることもできないというケー

スもあり、健康を維持することが難しく、発達

にも影響が出る可能性が指摘されております。

貧困は親から子へと連鎖することが多く、貧困

を断ち切るためには教育のあり方が問われてお

ります。貧困層の子供は経済的にも進学を断念

せざるを得ず、将来つく仕事も選択の幅が狭め

られ、大人になってからも貧困から抜け出せな

いでおります。負のスパイラルとも言えるもの

であります。 

 前回も申し上げましたが、東京大学大学院教

育学研究科大学経営・政策研究センターが2005

年に実施した調査によりますと、年収400万円

以下では４年制大学への進学率は31.4％である

のに対し、600万円以下は43.9％、800万円以下

は49.4％、1,000万円以下は54.8％、1,000万円

以上は62.4％となり、親の収入によって子供の

教育の機会が左右されるという現状が明らかと

なっております。 

 世帯所得と子供の学力は相関関係があり、親

の収入が多いほど子供の学力もしくは学歴が上

がり、反対に年収が下がるにつれ学力が低下す

る傾向にあります。全ての子供に平等に開けて

いるはずの教育の機会が現実では家庭の収入状

況によるところとなり、不平等が起こっており

ます。 

 諸外国に比べて日本は子供の教育に対する公

的支援が低い状況にあります。経済協力開発機

構ＯＥＣＤによりますと、2010年の政府の教育

支出は国際平均が13％であるのに対し、日本は

平均以下の９％となっております。また、私費

負担の割合はＯＥＣＤ平均16％に対し、日本は

30％、ＯＥＣＤ加盟34カ国のうち17国では大学

授業料を無償化しており、給付制奨学金を導入

しているのは32カ国にも上るのに、日本では10

年にようやく公立高等学校の授業料無償化が実

現したが、大学の学費に関しましては依然手つ

かずで、世界一高いとも言われているのであり

ます。 

 国の教育支出が少ない日本では、教育費の負

担が家計に重くのしかかります。このため発表

された12年の子供の貧困率は16.3％で、過去最

高を更新しました。子供の貧困問題は年々深刻

化しており、今や６人に１人の割合と言われて

おります。世帯収入によって子供の教育に差が

出るという問題を解決するためには、政府主導

による抜本的対策が必要だろうと思います。政

府は子供の貧困対策推進法に基づき、給付型の

奨学金や学習支援などを実施することを検討し

ておりますけれども、財源確保の問題や実施枠

に対する制限など、課題は多いと指摘されてお

ります。 

 子育て支援について長井市は新年度予算で保

育料負担軽減に踏み切りました。階層によって

は村山市、山形市と比較してもこれで満足とい

うレベルではまだまだありません。継続的に支

援策を実施していくことを願っているものであ
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ります。 

 在宅育児手当という考え方があります。政府

は配偶者控除の見直しを検討していますが、専

業主婦世帯の増税による配偶者控除を廃止する

のであれば、在宅育児手当の導入を検討しても

よいのではないかというものであります。 

 在宅育児手当とは、税金が充てられている保

育園に子供を預けていない家庭に対してその税

金の一部を手当てして給付する制度であります。

保育園に預けるか、家庭で育児をするかは各家

庭が自分たちで選択し、利用者に対してなるべ

く公平に補助を行うという考え方に基づいてお

ります。 

 フィンランドやノルウェー、デンマークなど、

女性の社会進出が進み、かつ高い出生率を維持

している北欧では実施されており、最近ではド

イツや韓国などでも同様の制度が導入されてお

ります。例えばフィンランドの場合、国から収

入の約70％が保障される育休期間、これは263

日間だそうですが、終了後、低額で保育園に預

けることもできるし、保育園を利用せず、家で

育児を継続すると、子供が３歳になるまで国か

ら月額約300ユーロ、日本円に直しまして４万

2,000円の在宅育児手当が支給されます。 

 配偶者控除を廃止した場合、主に子供がいる

専業主婦世帯やパート就業世帯に対して増税と

なり、子育てへの負担感が増し、少子化を加速

させてしまう可能性が懸念されております。一

般的には配偶者控除を受けるような専業主婦世

帯は、高所得層が多いというイメージがありま

すが、実は低所得から中間所得層が大半を占め、

配偶者控除廃止による増税はそういった層に大

きな負担となるのであります。 

 一方、在宅育児手当を導入すれば、そういっ

た世帯のうち特に働くのがより難しい状況にあ

る乳幼児を育てている世帯に対して、直接給付

されるので、家庭の経済的負担が軽減され、少

子化を抑制する機能を果たすことが期待されて

おります。配偶者控除では子供のいない世帯や

子育てが終わっている世帯も対象になっている

という批判がありますが、在宅育児手当は対象

が乳幼児のいる世帯に限定され、子育て支援と

いう目的がより明確になります。 

 また、大企業の正社員ではない非正規雇用や

中小企業勤務、自営業の方々、障害児を持つ家

庭やシングルマザーなど、現状では多くの方が

育児休業を取得できず、育休給付金を得られな

いため、格差が生じているといえます。現在、

出産を機に退職しているのは６割近くに上りま

す。在宅育児手当はそういった育休給付金を得

られない層にも恩恵が届き、格差を是正する機

能が期待されております。 

 さらに、財政面から見てもメリットがありま

す。保育園の補助には多くの税金がかけられて

おり、東京ではゼロ歳児１人当たり月40万円、

１歳児で18万円、２歳児でも約16万円の補助費

用がかかっていると言われております。これは

板橋区の例でございます。在宅育児手当で仮に

フィンランド並みの月４万円から５万円給付し、

その期間、税金を徴収しないことになる所得税

や住民税の分を差し引いたとしても、保育園で

預かるより在宅育児を支援したほうが財政的に

はプラスに働きます。 

 さらに、小さい子供を保育園に預けたいとい

うニーズは抑制されることになりますので、特

に割合の多いゼロ歳から２歳児の待機児童数は

減少することになるでしょう。結果的に保育園

を利用し、早く職場復帰をしたい方には保育園

がより利用しやすくなり、現在の過度な保活競

争は緩和されることが期待されております。家

庭で育てたい方にも保育園に預けて仕事をした

いという方にも、両方が安心して子育てができ、

公平に補助が行われる仕組みだと言えます。 

 もう一つの利点は、家庭での育児にも手当を

出すことで、子供を育てることが立派な仕事で

あるという認識が高まり、子供を産み育てるこ
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とを社会全体でサポートするという文化が醸成

されることだと思います。 

 安倍首相は８月28日、子供の貧困を防ぐため

の新たな政策集を年内にまとめる方針を表明い

たしました。ひとり親世帯の子供への支援を年

間50万件行うことや児童相談所が家庭に強制立

ち入りをする際の手続簡素化などが柱で、来年

度からの実現を目指すとしております。首相官

邸でこの日開かれた子どもの貧困対策会議で明

らかにいたしました。 

 会議では、政府が設立を検討してきた子供の

未来応援基金、これは仮称だそうですが、につ

いて10月から寄附を募ることを決めたそうであ

ります。基金は子供の貧困防止や自立支援に取

り組む団体などを財政支援する。基金とあわせ、

官民一体で貧困家庭の子供を支援する子供の未

来応援国民運動を10月から本格始動させること

も申し合わせたとしております。 

 厚労省の予算では、15年度当初予算比2.5％

増の30兆6,675億円となり、４年連続で要求額

が30兆円を突破しました。安倍内閣が重視する

格差是正をてこ入れする狙いから合計366億円

を計上し、子供の貧困やひとり親家庭の対策な

どを強化するのが特徴であります。 

 一方で、高齢者の貧困率も高いという指摘が

あります。日本は国民皆保険制度や年金につい

て立派な年金制度があるのに、高齢者の貧困率

が高いと指摘されております。ドイツや英国の

高齢者の貧困率は10％でありますが、日本は

20％と倍以上の貧困率の高さとなっていると指

摘されております。これは先進国では最も貧富

の差が激しい米国、これは23％ですが、それに

近い水準であります。 

 実は日本の貧困率の高さは高齢者に限ったこ

とではありませんで、ＯＥＣＤの調査によりま

すと、日本全体の総体的貧困率は欧州の約２倍

で、やはり米国に近い水準と言われております。

米国は一部を除いて公的な医療保険や年金制度

がないことを考えますと、日本の貧困率の高さ

はかなり異常といってよいと指摘されておりま

す。 

 高齢者の中でも貧富の差が拡大していると言

われております。財務省が20日の政府税制調査

会に提示した資料によりますと、生活にある程

度ゆとりのある高齢者とそうでない高齢者の格

差が広がっている状況が示されております。ひ

とり暮らしの高齢者について2009年時点の貯蓄

の額を６つの階層に分類して比べたところ、最

上位の1,500万円以上ある人が33％と最も多く

なっている一方で、最下位の300万円以下は次

に多い25.7％と４人に１人に上りました。 

 15年前の1994年と比較いたしますと、1,500

万円以上の人と300万円以下の人はそれぞれふ

えており、その中間の500万円から700万円以下、

1,000万円以下は減少していると言われており

ます。ここに示したことは最近の憂えるべき社

会現象であり、関心を持って推移を見きわめな

ければならないと思います。 

 市長に伺います。在宅育児手当という制度は

確立されておりませんが、このような制度を特

区の形でできないのか。そもそも子供貧困対策

や高齢者の貧困格差などについて所見を伺いた

いと思います。 

 厚生参事からは、子供の貧困について長井市

の場合、実態調査や対策、高齢者貧困格差につ

いて実態把握と対策について、政府が目指す子

供対策、何がどう変わるのかについて伺いたい

と思います。 

 次に、質問の２番目でありますが、山形鉄道

の運営について、主に市長が社長に就任なされ

ましたが、そのことについてお聞きをいたしま

す。 

 この項の質問については先ほどの梅津善之議

員のほうからも質問があり、市長からはかなり

詳しく答弁をいただいておりますので、簡潔に

答弁いただければと思います。 
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 山形鉄道の経営は、既にご承知のとおり、人

口減少が始まってから総体的に経営が苦しくな

ってきております。乗客の減少が決定的な要因

であろうと思います。昭和25年当時の長井市の

人口は３万7,429人、現在その比較で１万人減

少してきております。年齢別人口構成を見ても、

15歳から19歳で1,377人と、最も鉄道を使うべ

き高校生の人口減少が大きいと思います。 

 さて、このたび市長は山形鉄道の社長に就任

されましたが、私は山形鉄道の経営が苦しいた

め、社長給料が要らない、そのために社長にな

ったのではないかと思っておりましたが、給料

は13万円とのことでありました。そこで単純に

気になりますことは、就任の理由は何かでござ

います。これは先ほど申しましたように、梅津

議員の質問に詳しく答弁がありましたので、簡

潔で結構でございます。 

 確かに前社長の給料は年600万円以上だった

とは思いますが、13万円というその額の根拠は

どういう算出によってなされたのかお聞かせを

いただきたいと思います。 

 前社長が健康上の理由ということで、先ほど

市長からも答弁ありましたが、今現在、継続し

て働いておられるのではないかと思います。就

任の理由について上下分離方式を盛り込む鉄道

事業再構築事業認定を国から受ける、これが１

つ目。２つ目は、山鉄の収益アップのため、観

光事業の強化、沿線住民の利用拡大、商店街と

の地域連携などが上げられているようでありま

すが、計画策定という緊急課題解決というのが

主であろうというふうに私は推測しているので

あります。この点では、早期に達成していただ

きたいということをご期待申し上げるものでご

ざいます。 

 市長は激務であるということは、誰しもが理

解をしていると思います。それだけに日常の仕

事の時間は目いっぱいではないかと思いますが、

どういう時間帯で山鉄社長の仕事をなされるの

か。13万円は年収600万円から、こんな計算の

仕方はあるのかどうかわかりませんが、計算い

たしますと毎日２時間程度の仕事をしていただ

かなければならなくなるのではないかと思いま

すけれども、この13万円という中身の構成につ

いて説明をお願いしたいと思います。13万円掛

ける12カ月だけなのか。ボーナスみたいなもの

がほかに支給される予定なのか、であります。

ただほど高いものはないといいます。無報酬で

社長職をしてなどとは決して申し上げることは

できませんが、13万円という金額については、

これはどういうことかなと私自身は思っており

ます。 

 これで計画どおりうまく変わればよいのです

が、事はそう簡単ではないと思います。結局潜

在的な乗客の見込みが人口減少等で見えない現

在、何が変わるのか。最高責任者として経営の

根幹をどこに置き、何をどのように方針を示し、

実行していくのか。あわせて見解をいただけれ

ばありがたいと思います。 

 経営改善できることを強くご期待申し上げま

して、質問を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員からご質問いただきま

した２点についてお答え申し上げます。 

 まず最初に、子供の貧困率についてでござい

ますが、私のほうからは、在宅育児手当という

制度は確立されておりませんが、このような制

度を特区の形でできないかと。それからそもそ

も子供貧困対策や高齢者の貧困格差などについ

ての所見ということでご質問をいただいており

ます。 

 まず最初に、在宅育児手当についてお答えい

たします。 

 まずは、国の子どもの貧困対策法による基本

政策、施策の進展をやはり注視せざるを得ない

のかなというふうに思ってます。特に給付関係
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は子供の医療費や保育料に見られるように、自

治体間で競争させられている感がございまして、

このたび全国市長会、あるいは山形県の市長会

でも同じでございますが、少子化対策は国がや

るべきだというふうに思っているところでござ

います。子どもの貧困対策法でいう教育支援、

生活支援、保護者の就労支援、経済的支援を国

が率先して実施すべきで、この点これから示さ

れる政策パッケージの具体的内容が期待される

ところでございます。 

 一方で、合計特殊出生率の９年ぶりの低下が

報じられまして、やはり結婚の壁といわれるも

のがあるというふうに思われます。未婚の方の

婚活も大事なのですが、結婚経験のあるシング

ルの方へのアプローチも大切であると考えます。

そして第２子、第３子を産むということも、蒲

生議員ご指摘の在宅育児手当や祝い金だけでは

なく、メンタルを含めた第３子が大人になるま

でを一貫して応援する地域の環境が必要なので

はないかと感じます。 

 さらに、配偶者控除も国の税制の問題ではご

ざいますが、働くのが難しい状況にある乳幼児

を育てる世帯には、配偶者控除廃止は厳しいも

のがあると思っております。昨年、市が主催す

る子ども・子育て会議で、日中は自分で子供を

育て、子育ては楽しいことを伝えたいと言って

おられた若いお母さんの発言には、働かないと

生活が大変だ、だから保育所に預けるという現

代の大勢の意見とは違っておりましたけれども、

お母さんと乳幼児のかけがえのない時間を過ご

すことの大切さということを実感したところで

ございます。 

 さて、在宅育児手当についてですが、調べて

みますと、県内では今年度から金山町で保育所

等に入らず、家庭で育児をしている３歳までの

お子さんの保護者に対して月額5,000円分の地

域商品券を交付しているということでございま

す。 

 蒲生議員からありましたように、世界的な事

例から見ますと、社会保障に厚いノルウェー、

フィンランドなど北欧で始まり、ドイツや韓国

に広がっているようでございます。低所得から

中間所得層の子育て世帯には大変魅力的な手当

と思われますが、スウェーデンのように制度を

廃止した国もございまして、いろいろな問題点

もあるように伺っております。例えば勤労意欲

の低下や税収の減収、育児の押しつけにつなが

りはしないか、いわゆるマタハラを助長するこ

とにはなりはしないかなど、いろいろな要件を

確認し、問題点を精査する必要があると言われ

ております。また、国では女性の社会進出と子

育ての両立といった仕事と生活の調和、ワー

ク・ライフ・バランスを官民挙げて取り組み、

育休制度の積極的な活用を呼びかけているとこ

ろです。 

 以上のことから、長井市におけるこの手当の

制度化は今すぐというのはなかなか難しいと考

えておりますが、実施するとなれば持続させな

ければならないということでございますんで、

効果を含めて今後とも検討したいと思ってます。 

 ちなみに長井市で保育所等の施設を利用せず

に在宅にいるお子さんはゼロ歳児205人中153名、

育休中も含みでございます。１歳児では195人

中90人、２歳児では66人となっており、ゼロ歳

から２歳児合計で597名中309名が在宅育児とい

うことになります。例えば月額5,000円の在宅

育児手当を支給するとなれば、年間1,850万円

程度の支出、月額２万円ということになります

と7,400万円程度ということになるのかなと思

っております。 

 特区ということについては、特にこれは国の

ほうで規制をかけてるものではないので、給付

型でありますので、特区の申請の必要はないと

いうふうに認識しております。特区を申請して

すれば、国からそれをもらえるということであ

ればすぐやりますが、そういうことではありま
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せんので、そういった認識でございます。 

 子供の貧困対策と高齢者の貧困格差について

の所見ということでございますが、どちらも根

の深い問題であるということで、今年度、保育

所の保育料や児童センターの使用料について大

幅な見直しを図り、子育て世帯の経済的負担を

３年ぐらいかけて段階ずつ軽減しようと考えて

いるところです。これだけで貧困の連鎖を断つ

というところまではいきませんが、負担感を減

らすことでより上の学校への就学につながる支

援の拡大にしたいと考えています。 

 子育て世帯を初めとする若年層の就労支援や

相談など積極的に取り組んでます。また、高齢

者の貧困格差についても国の動向を見据えなが

ら、長井市らしい高齢社会のあり方を検討した

いと思っておりますが、蒲生議員ご指摘のとお

り、高齢者の方もかなり貧富っていいますか、

貧しい方っていうか、生活が大変な方と非常に

裕福なお年寄りが長井市は多いということを聞

いております。これはある金融機関からのお話、

関係者のお話ですと、長井市の高齢者の貯金の

率がどんどんどんどん上がっていって、そうい

う方が多いというような話なども聞いておりま

す。 

 これらの課題について、私どもで何をすれば

いいのか、ぜひ今後ともご指導賜りたいと思い

ます。 

 次に、２点目の山形鉄道の運営についてとい

うことで、社長の給料についてどのように理解

すればよいのか。13万円の根拠といったもので

ございますが、午前中の梅津議員のご質問にお

答えしましたので、社長になった経緯について

は省略させていただきますが、ただ、野村前社

長については何とかお願いして週３日以内とい

うことで山形から通っていただいてます。場合

によっては在宅でもいいと。とにかく彼の能力

を地場産センターとしては生かしたいというこ

とでやってますので、かなりご本人は困難な状

況ですが、何とかお願いしております。あと本

人は自分で会社を行いたいということのようで

すので、ちょっと理由としてはご本人の話とし

ては身体的なこともありますが、やはり実績を

なかなか思うように上げられなかったというこ

とに対してのいろんな批判がすごいと、バッシ

ングがひどいということで、本人がちょっとや

る気をなくしたということもあるかと思います。 

 まず、私が副社長として３年間務めさせてい

ただいた感想として、蒲生議員も民間の会社で

いろいろ頑張られてきた方でございますが、私

も公務員職場含めて５つの、民間４つの職場を

経験してます。大体四、五年ずつぐらいですが。

その中で民間の会社っていうのはこういうもん

だなっていうふうにある程度自分の観念にあっ

たんですが、山形鉄道の副社長に就任して、経

営資源の４要素とか３要素とか６要素とかいろ

いろあります。基本的に人、物、金、情報、そ

れにプラスして例えば山形鉄道だと潜在的ニー

ズとか技術開発力とか商品開発力とかあると思

いますが、まず、人は劣悪な状況の中で辛うじ

て何とかモチベーションを保ってるということ

で、非常にモチベーション低いです、社員の。

それから物については設備はもう100年たった

鉄道ですから、非常に老朽化していて危ないと

いうことがあります。あと金、金については一

切権限がないと。運用資金ありません。もう人

件費部分ぐらいと、あとわずかの最低限、鉄道

を運行する資源しか、お金しか手元にありませ

んので、全くお金は会社という形態をなしてな

いと私は思ってました。それから情報について

は、情報を管理する部署がない、人もいない。

それから潜在的ニーズはあるんです、山鉄の。

ただ、それを掘り起こす企画、営業力、それを

担当する人間がいない。あと技術開発力等々に

ついては、商品の開発力などは前社長が頑張っ

てやってたということだと思いますが。 

 そういった中で、果たして民間の幾ら優秀な
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方でも、これは無理だと、体系的に。それは何

かっていうと、山形鉄道の経営っていうのは県

の置賜総合支庁が管理していただいてますが、

経営改善推進委員会というものがございまして、

これは取締役が兼ねてますが、この中で年間の

運営経費は幾ら、収入はこうだ、きめ細かく決

められてるんです。ですから、何か新たなこと

をしようと思ってもできないと。例えばこうい

う業務をやって売り上げを伸ばしたいと。じゃ

あ、その人件費を捻出しようと思ってもできな

いんです。これ経営じゃないです。運営です。 

 こんな体制では私はもう山形鉄道の未来はな

いと、そういうふうに思いまして、それらを訴

えながら上下分離方式にやろうと。これにかけ

てみようと、これでだめだったらしようがない

というふうに思いますが、まずは持ってるいろ

んな資源を総動員して、矢が折れ弾が尽きるま

でまず戦おうということで、今回は何とか誰か

沿線の自治体の首長にやってほしいと。今回は

自治体の首長さんの連携が十分に必要ですし、

あと県は２市２町で温度差があるだろうと常に

言われてきたんですね。火中のクリを拾うつも

りでということで私が引き受けたんですが、役

員報酬については山形鉄道の取締役の平成６年

の取締役会で役員報酬は社長であっても、どう

いう立場であっても無報酬にはしないというふ

うに決めていたようでございます。ただ、歴代

の社長の中で紺野白鷹町長が１年半ほど務めら

れたときがあったんですが、そのときの議事録

とか等々の話ですと、報酬は受領を辞退したと。

それは自分が忙しくて経営を見ることができな

いから、迷惑をかけるといけないということで

辞退されたというふうなことに聞いております。 

 あと第三セクターの全国の鉄道の首長がなっ

てる会社っていうのは、６社、７社あるんです

が、ほとんどは無報酬です。ただ中身はほとん

ど経営にはタッチしないということでの社長就

任であります。今回、私の場合はどうだという

ふうに考えますと、これは積極的に経営をして

いかないといけないというふうに思っておりま

す。それとやはり元ＪＲ仙台支社長の清水慎一

先生のお話ですと、市長、絶対社長はするなと。

鉄道会社社長絶対するもんじゃないぞ、第三セ

クターの社長は絶対やるなというふうに言われ

ました。それは何かっていうと、何かあったと

き個人的賠償責任も出てくるんだそうです。で

すから、もう市長してられなくなるからやめた

ほうがいいって言われました。しかし、それで

もやらなければ、この会社誰がやってももうだ

めだというふうに思いまして、私は就任を決意

したところでございます。 

 なお、報酬については平成６年の４月９日の

臨時株主総会で取締役の総額の役員報酬1,200

万円というふうに決定してるそうでございます。

ただ、現在は赤字が続いてるということで、こ

れを４分の１圧縮して900万円ということで、

ここ数年はずっとやっております。現在のとこ

ろ、常務、これは常勤の常務、代表権を付与し

てる常務でございますが、年額540万円、月額

45万円、そして非常勤の専務、これは月額17万

円、204万円、残りの156万円というもので私が

頂戴してると。これを月額に直すと13万円とい

うことでございまして、したがいまして、時給

とかそういったことで計算した数字ではござい

ません。900万円の中で、300万円圧縮しようと。

常務と専務除いた部分を私が頂戴してるという

ことでございます。 

 それから私のほうは市長もしながらできるの

かということでございますが、現在のところ、

７月、８月の２カ月でございますけれども、毎

週朝８時20分ぐらいまで行って、朝礼とその後、

役員会ということで１時間程度のミーティング、

その後、決裁をして、すぐ役所に戻ってという

ことと、あと毎月１回から２回、部長以上の経

営会議というのを、これは朝からやってます。

これは大体２時間ぐらい。その後、随時経営に
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関する相談とか決裁等の業務をやってると。あ

と８月は全社員との意見交換会を３回に分けて

４時間程度ずつやりました。あと個別に私も含

めて３人ぐらいで10回ぐらいにわたってちょっ

と食事をとりながらいろんな意見を聞こうとい

うことを今続けているところでございます。 

 それから上下分離方式を進めるために知事、

県知事、あるいは沿線首長との調整を行ってお

ります。また、その他、必要に応じて例えば東

北運輸局の局長にお会いしたり、鉄道部長に行

ったり、あとはＪＲ東日本の仙台支社長に行っ

たりというようなことなどをしておりますが、

決して十分な時間をかけられない状況でござい

ますが、そのところは専務、常務と連携をとり

ながら、この体制をしっかりとしていくという

ことで頑張っていきたいと思っているところで

ございます。 

 それ以外にもいろいろあるわけでございます

が、これで何が変わるかということでございま

すが、昨年の10月に内閣府の地方創生担当の副

大臣、平副大臣にお越しいただいて１時間ぐら

い山鉄の経営陣と面談しました。その中で地方

創生における地方鉄道っていうのは非常に重要

だと。ぜひ地域資源を、これを生かして地方創

生につなげてほしいと。特に地方鉄道について

はインバウンドで大いに期待ができるんではな

いかというようなお話もございましたので、ぜ

ひ今後ともこういった部分でも頑張ってまいり

たいというふうに思います。 

 私からは以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 松木幸嗣厚生参事。 

○松木幸嗣厚生参事 子供の貧困率についてとい

うことで、私のほうからお答え申し上げたいと

思います。 

 最初に、貧困率ですが、議員の質問にありま

した貧困率16.3％は平成26年度版の内閣府の子

ども・若者白書ということで、出典は国民生活

基礎調査のようでありますが、その具体数値が

出てるというふうに思ってます。 

 また、高齢者のほうでの数値でありますが、

政府の税制調査会というような数値も、1,500

万円以上ある方が33％云々ということですが、

これについても全国消費実態調査ということの

出典によって捉えられた数値というふうに理解

させていただいていますが、実際に国のこの貧

困の線っていうんですかね、所得の分布から貧

困の線はいわゆる相対的貧困率の定義としてい

るようですが、122万円を下回る基準をしてい

るようです。実際にこれに当たる長井市の数値

ということでは、現在押さえておりません。子

供についても高齢者についても押さえておらな

いというような状況かと思います。 

 ただ、ある程度目安的なものは断片的ですが、

常時持っているということかもしれません。 

 次に、子供の貧困対策についてですが、子供

の貧困対策に関する大綱が昨年８月に閣議決定

され、４月には子供未来応援国民運動がスター

トされました。子供たちの未来が家庭の経済に

よって左右されることのない、社会を挙げて取

り組んでいきたいと。経済的に厳しいひとり親

家庭や多子世帯の自立を応援する必要があると

安倍総理大臣が表明いたしました。子育て、生

活、就業、経済面について一層の充実を図るこ

ととし、年末をめどに財源確保を含めた政策パ

ッケージが策定するということでありました。 

 長井市の場合になりますと、現段階で把握し

ている課題として貧困が上げられる内容は、現

場の声として就労に結びつかないケース、転職

を繰り返すケース、低学歴により収入に結びつ

かないケースなどが考えられます。断片的な数

字かもしれませんが、家庭児童相談員の中での

相談からいえば経済的な相談は昨年度では15件

ほどあったようであります。また、ひとり親家

庭等、多子世帯では状況が違いまして、ひとり

親世帯は児童扶養手当などの給付と就労で何と

かしているということもありますし、多子世帯
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では給付を受けてますが、それでも養育をめぐ

る環境は複雑になりまして、人的なサポート応

援といいますか、そういうものを必要になる場

合もあるのではないかなというふうに思ってお

ります。 

 また、本年度からは生活困窮者支援制度がス

タートいたしまして、長井市も自立相談支援事

業に取り組み、相談を受け付ける体制を整え、

実際に経済的に厳しい家庭の相談を受け付けて

いるところでございます。本人の抱えている課

題を聞き取り、分析し、ニーズを把握し、自立

生活のためのプランを作成し、就業については

ハローワークの協力を得て、生活困窮状態から

早期自立を支援しております。 

 昨年、千葉県で発生いたしました生活困窮で

公営住宅強制退去の日に娘を殺害した事件で、

この親がどの行政機関にも相談しなかったとの

報道に、関係機関の情報連携の重要性を改めて

私どもも感じています。こういった事例に対す

る国の対応を注視していきますが、市といたし

ましては、家庭児童相談において課題を探りま

して、経済的負担など、子供の家庭環境とし、

しつけ、食事など、子供の生活環境など非常に

広範な相談を受けているのが現場の状況で、子

育ての課題を関係各課と連絡機能や対応、特に

初動などを横断的に行う組織体を設置して、現

状を的確に捉え、相談機能の向上に努めている

ということを今後も検討していきたいというふ

うに思っております。 

 現実的な対応は各課の連絡会議を現在開催し

ておりまして、適切に情報提供、相談窓口を継

続させていくなど、特に手当の給付を受けない

方がいるケースも見られ、情報の提供は大切で

ありまして、負の連鎖を防ぐ、今活用できる有

利な給付、貸し付け、就業支援、制度の周知に

努めていくことだというふうに思っております。 

 また、ご質問にありました高齢者の対策であ

りますが、私の所掌してる介護保険のほうから

見れば、これは３月定例会に可決いただきまし

た内容でございまして、公費による軽減で保険

料、基準値に対する割合を第１段階の所得で80

万円以下の方を対象に、現行0.5から0.45の軽

減をさせていただきました。27年度になりまし

て該当者は1,114名、被保険者に対して12.4％

ほどあったようであります。 

 また、軽減措置は29年度、ちょっと先の話で

すが、第１段階は0.45から0.3、第２段階は現

行0.75から0.5、第３段階は現行0.75から0.7に

軽減する予定が示されておるところであります。

今回は課税対象に対する軽減で、保険料の水準

が上昇するということも見込まれておりました

んで、国の指示を受けながら低所得者の負担も

上がっていくことが見込まれたというようなこ

とで、軽減の拡大策を出してきたところであり

ます。 

 また、負担軽減とは別に重点化、効率化の観

点からも見直ししております。一定の所得のあ

る方につきましては、いわゆる２割負担導入と

いうことで、合計所得でいきますと160万円と

いうことで、こちらの方に該当する方は２割負

担ということも実施させていただいております。

８月分で50名の方でありました。介護認定者か

らの比では3.2％、ちょっと低い状態ではあり

ます。 

 また、低所得者の施設利用の利用者で食費、

居住費を補填する補足給付というのもあるんで

すが、これも資産などの追加が要件として出て

きました。預貯金が単身で1,000万円以上とい

うような形でありますが、こういった方も８月

時点では11名ほどおりました。 

 また、介護保険だけではなくて、国民健康保

険においては、もうご案内のとおり、国保税に

おいて世帯の所得でありますが、33万円で７割

軽減、33万円超える方で５割軽減になり、２割

軽減の低所得者対策があります。26年度の数字

で恐縮でありますが、７割軽減世帯が802世帯、
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５割軽減世帯は479世帯、そして２割軽減世帯

は358世帯というふうになっております。 

 また、後期高齢者医療制度でありますが、じ

ゃあ、まあそんなところで数字は押さえており

ます。 

 あと来年度の国の子供の貧困対策に関する質

問でありますが、議員おっしゃるように、概算

要求は366億円と。この中には子供の貧困対策

とひとり親家庭対策の推進ということで223億

円、あと児童虐待防止対策の強化、社会的養護

の推進に143億円というようなことになってお

るようです。 

 このうち子供の貧困に対する施策は概算要求

の概要では、その内容が詳しくは述べられてい

ませんが、平成26年度８月に閣議決定された子

どもの貧困に関する大綱に基づき、内閣府が主

催する子どもの貧困対策会議で議論された議事

録資料等を見ますと、そこで決定された対策が

そのまま予算要求に反映されているようで、お

およそ大項目でありますが、子育て、生活、就

業に関する相談等のワンストップのほかになっ

ておるようであります。 

 貧困対策等からいろいろなメニュー等が出て

きておるようであります。とにかく貧困の連鎖

を断ち切るという内容の項目が出ていますが、

詳しい制度設計についてはまだということのよ

うですんで、予算編成の過程でいろいろ出てく

るものというふうに思ってますんで、国として

も重要な課題として取り上げてることは間違い

ないので、今後も国の予算編成に注視して、独

自の施策も同時に検討してまいりたいなという

ふうに思ってるところです。以上です。 

○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 かなり加減して質問絞

ったつもりなんですが、10分しかありませんの

で。 

 いや、在宅育児手当に関しては非常にこの制

度が実現できたらいいなっていうふうに思って

るんですね。金山町で始まったということなの

で、長井市もできればそういった制度で。子ど

もは本来乳幼児期、家庭で保育されるのが一番

望ましいと思うんですよね。ですけど、それが

やっぱり一緒に働かないと生計を維持できない

から働きに出る。そのためには預けなきゃいけ

ないっていうことですので、それを何とか仕事

として確立されるようなことになればいいなと

いうふうに思っているところです。 

 それから政府、子供未来応援基金っていうの

を10月からするっていうふうにありました。子

供の貧困防止や自立支援に取り組む団体などを

財政支援する基金とあわせて、官民一体となっ

て貧困家庭を支援する子供未来応援国民運動を

10月から本格始動させることを申し合わせたと

いうことになってるわけなんですが、ここで市

長にお伺いしたいんですけども、長井市にも特

定目的基金はいっぱいあります。ありますが、

子供未来応援基金のような子供の子育てのため

に特化した基金を新たに創設すると。とりあえ

ず来年度予算で長井市が1,000万円ぐらい拠出

をして、その基金の体裁を整えて、民間からそ

の寄附を募ってやっていくというようなこと、

ここで、じゃあ、やりましょうなんてすぐには

なりませんかと思いますが、そういったことぜ

ひ検討していただけないかなというふうに思う

んですけど、いかがでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変いいご提言だと思います。

国のほうの子供の未来応援基金というものの中

身をもう少しいろいろ検討しながら、ただそれ

はそれとしてうまく活用し、あわせてやはり教

育とか子育てに力を入れるんだという意味で、

長井市がどれぐらい拠出するかですが、そうい

う基金をつくって子供たちのためにいろいろ頑

張る子供、あるいは保護者を応援するというこ

とが、そういう姿勢が大切だというふうに思い

ます。ぜひ検討したいと思います。 
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○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 先ほど赤間議員の質問

の中に、事例として銚子の母親が娘を絞殺する

という事件がありましたね。こういう記事もあ

るんですけども、ビデオを見ながら、ビデオが

流れてたっていうふうにあって、そこでは娘が

運動会で鉢巻きをして頑張った。その鉢巻きで

絞殺されたっていうふうにあるんですよね。こ

れは非常に悲惨な事件で、この事件が非常にセ

ンセーショナル的なものだったので、こういう

ふうになってるんだと思いますけども、この家

庭は年収と子供の手当を入れて150万円ぐらい

だと言われたんですよ。ひとり親の母子家庭の

平均的な年収が二百二、三十万円だと思います、

統計的には。それよりはるかに下回る額でなっ

てるわけなんですよね。長井市のいわゆるそう

いう子供の貧困家庭の調査というものをまずし

ていくべきでないかというふうに思うんですよ。 

 ７月４日に、これは読売新聞の記事ですけど

も、例えば足立区では区内の公立小学校で１年

生の保護者を対象に年収、就業状況、それから

子供の虫歯の有無、起床・就寝の状況などのア

ンケート調査を行うとありました。あと横浜市

では18歳未満の児童生徒がいる6,000世帯を対

象に収入とか子供の食事をアンケートすると。

それから三重県は児童相談所、福祉事務所など

から約20機関から聞き取りをすると。これはあ

えて聞き取りをするというふうにしてるようで

あります。沖縄も９月ごろ1,500世帯をアンケ

ート調査をするということで、まず子供の貧困

の実態がほとんど知られてない、わからないと

いうことになってるわけなんですね。子供の貧

困対策について地方公共団体、都道府県の貧困

対策について策定は責務となってるんですが、

これは努力義務というふうなことにいろいろ調

べてみるとなってるようなんですよね。努力義

務じゃなくて必ずやりなさいだったらしなきゃ

いけないわけなんですけども、そこら辺はどう

ですかね。これから長井市としてやっていくべ

き、必要のある、非常に一番最初そこからやっ

ていかなきゃいけないんじゃないかと私は思う

んですが、そこは参事、どうですか。 

○渋谷佐輔議長 松木幸嗣厚生参事。 

○松木幸嗣厚生参事 最初に質問ありました調査

のお話です。こちらについては、私の答弁の中

でもいろいろなケースがございますということ

をお話しさせていただきました。要保護児にか

かわる会議というのを一つ教育委員会も入って

いただいて、学校現場まで広げましてやってる

会議があります。その会議の中で出てくる中は、

今、議員がおっしゃったいろんな要素、例えば

口の話もあるのかもしれません。服装の話もあ

るのかもしれません。どういった形で貧困をつ

かまえるかっていうのは、これは難しいところ

が非常にあろうかなと思ってます。答弁でしま

した122万円で引けばいいのかっていう話では

多分ないような気がいたします。もう少し今の

要保護の児童の会議等をもう少し議論を詰めさ

せていただいて、今あるデータを、持ってるデ

ータ、非常に個人情報にもかかわる部分があり

ますんで、どのくらいの数値で押さえれるかっ

ていうのは、これは精査してみたいと思ってま

す。 

 ただ、冒頭申し上げましたように、消費実態

調査とか、そういう実質は長井市の中でもある

んですが、そういったローリング的な調査まで

するかどうかについては少しお時間をいただき

たいなというふうに思っているところです。ま

た、それも銚子のお話なんかも踏まえながら、

検討させていただければなと思ってます。 

○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 プライバシーの問題あ

りますから、これをどういうふうにしてその実

態を把握するかっていうことは難しい作業だと

思うんですね。ですけども、実態を知らないで

対策は打てないわけですから、昔から。 
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 それから負の連鎖という点に関していえば、

裕福な家庭で生まれた子供は金をかけても大学

出せますよね。出ることができますよね。だか

ら学力はつかないかもしれませんが、学歴はつ

くわけです。例えばこれ60年前に赤ちゃんの取

りかえ事件っていうのがありまして、それは裕

福な家庭に生まれた子供と６畳一間で暮らして、

お父さん早く亡くなって母親１人で子育てをし

た、そういう貧しい、言ってみれば、家庭の子

供が取りかえられて、それが60年後にわかると

いうことですね。映画にもなりまして、福山雅

治の「そして父になる」っていう映画、私も見

てきたんですけども、これはまさに負の連鎖で

すよね。だから貧しいところに間違われた子供

はやっとの思いで高校を卒業して、その後、ト

ラック運転手で今生計を立てている。そうでな

いほうは大学を出てという、貧しい家庭で育っ

たらどこまでも貧しいというのは、日本の社会

の中ではいたし方がないのではなくて、行政で

支援できるところについては、先ほどの在宅育

児手当のような考え方に立って、あるいはまた

子供未来応援基金のような考え方に立って、総

合的な子育て支援をしていただくことによって、

人口減少に幾らでも歯どめがかけられるという

制度を、これから簡単な話ではないと思います

けれども、ひとつ鋭意知恵を絞って、長井市の

子育て支援の中核にその策を置いていただくよ

うにお願いをしたいと思います。以上で質問を

終わります。 

○渋谷佐輔議長 以上で一般質問は全部終了いた

しました。 

 

 

   散     会 

 

 

○渋谷佐輔議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午後 １時５９分 散会 




